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1934（昭和9）年の近衛訪米をめぐる日米民間団体の協力
―「太平洋問題調査会（IPR）」を中心に

Prince Fumimaro KONOE and the Institute of Pacific Relations during his Visit to the United Sates in 1934

高光佳絵

TAKAMITSU Yoshie

要旨　本稿は、1934（昭和 9）年の近衛文麿貴族院議長の訪米を、官民一体の対英米関
係改善の試みと位置づけ、その民間主導性と日本政府との役割分担を明らかにするもので
ある。近衛が訪米中に接触した相手は、大きく分けて、アメリカ政府関係者、メディア関
係者、メディア以外の民間団体関係者の 3つであったが、このうちメディア以外の民間
団体関係者との接触には日米のIPR人脈が大きな役割を果たしていた。近衛訪米に対する
日米IPRの協力における中心人物は岩永裕吉と高木八尺であった。彼らは、民間レベルの
満洲国「承認」模索の延長線上で近衛訪米を支援した。すなわち、彼らの目的は、政府レ
ベルにおいては踏み込むことができないが、長期的な目標としてはアジア・太平洋情勢安
定のために不可欠であると日本側が考えていた満洲国承認問題にその「非政府性」を盾に
とって接近することであった。

はじめに

　本稿の目的は、近衛文麿の1934（昭和 9）年の訪米を取り上げ、国際的非政府組織「太
平洋問題調査会」との関係を中心にその民間外交の側面に注目して論じ、その公式外交と

の関係を分析することである。

　1937年 6月～39年 1月および40年 7月～41年10月まで首相を務めることになる近衛文麿
は、この訪米当時、42歳で貴族院議長を務めていた。この約 2ヶ月の長期にわたる訪米に
ついては、矢部貞治が1952年に刊行した『近衛文麿』で触れているのをはじめとして、庄
司潤一郎が訪米に関連させてその対米観を論じている。また、近年では、筒井清忠、高橋

勝浩などが、その「私的訪問」の「公的な性格」について論じている1）。

　筒井は、日米の新聞が近衛の姿をどのように伝えたかを追い、「教養主義的ポピュリスト」

としての近衛が本人の行動とメディアの複雑な相乗効果により形成されていく一コマと位

置づける一方、知日派経済人として著名なモルガン商会のラモント（Thomas W. Lamont）
との会談に注目している。高橋は、満洲事変以降、多数の特使が次々に欧米に派遣される

一連の動きの中に近衛訪米を位置づけ、大統領や国務長官などの公人との接触に注目し、

この種の特使の中で最も「公的な性格」が強かったと分析している。いずれも、『近衛文

麿関係文書』中の「米国巡遊日記」、『木戸幸一関係文書』中の近衛書簡を中心とする日本

側の史料および新聞報道に依拠して論じられたものである2）。

　本稿は、これらの先行研究を踏まえ、日米の「太平洋問題調査会」関係者の人脈に注目

　　　　　　　　　　　　　　　　
1） 矢部貞治『近衛文麿』上・下、弘文堂、1952年。庄司潤一郎「近衛文麿の対米観」『外交時報』
1285、1992年。筒井清忠『近衛文麿』岩波現代文庫、2009年。高橋勝浩「外交再建策としての対米特使
派遣構想」『国学院大学日本文化研究所紀要』91、2003年。
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して、近衛訪米に新しい視角を導入することを試みるものである。「太平洋問題調査会（The 
Institute of Pacific Relations）」（以下、IPRと略称する）は、アジア・太平洋を中心的なテー
マとするものとしては世界最初の国際的民間団体であり、1925年に設立された。設立にあ
たっては、アメリカでの排日移民法成立による日米関係悪化を憂えたアメリカの知識人た

ちが、アジア・太平洋における相互理解を図ろうとしたことが重要な意味を持ったが、

1930年代から40年代には、アジア・太平洋を論じるINGOとして、最も包括的な組織へと
発展するにつれ、そのテーマは対中政策、満蒙問題、通商摩擦などアジア情勢全般に広がっ

た3）。

　IPRは、現在ではその存在を広く知られているとは言い難いが、片桐庸夫、山岡道男ら
の善隣友好に着目した研究、中見真理、赤見友子らの思想史の側面を重視した研究、アン

ダーソンによる脱植民地化に注目した研究、油井大三郎による対日占領政策への影響の観

点からの研究がそれぞれなされている4）。また、1950年代にはマッカーシズムに巻き込ま
れ、共産主義陣営のスパイ組織であったとの嫌疑を受ける中、1960年に解散に追い込まれ
ることになった経緯から、アメリカでは主にスパイ問題が研究対象となっている5）。しか

し、いずれの場合にも、1934年の近衛訪米と日米IPRの関係が、実証的な分析の対象となっ
たことはなかった6）。

　一方、外務省による公式の外交との関係に関しては、従来、公式の外交に資するものと

したい、あるいはその一部を成すものとしたい意図がありながら果たせなかったと位置づ

けられてきたが、さらなる分析の余地があると思われる7）。この点について、本稿は、近

衛の訪米は、外務省による公式の外交を補完するものとして企画された具体的な目的を

持った民間レベルの活動であったことを明らかにしようとするものである。しかし、それ

は公式外交と相互補完的な性格を持ちつつもその一部ではなく、あくまでも民間レベルに

おいて対英米関係改善をめざした民間勢力による自主的な取り組みであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　
2） 陽明文庫所蔵の『近衛文麿関係文書』は、マイクロフィルム化されたものが国立国会図書館憲政資
料室他に所蔵されている。近衛書簡は、訪米中の近衛が木戸幸一、原田熊雄あてに送ったもので、元老
西園寺公望、牧野伸顕内大臣、広田弘毅外相にも伝えるように依頼したものである。木戸日記研究会編
『木戸幸一関係文書』東京大学出版会、1966年、148-159頁。
3） IPRは1925年以来、1958年（第13回）に至るまで 2～ 3年おきに民間国際会議を開催した。
4） 片桐庸夫『太平洋問題調査会の研究』慶應義塾大学出版会、2003年。山岡道男『「太平洋問題調査会」
研究』龍渓書舎、1997年。中見真理「太平洋問題調査会と日本の知識人」『思想』728号、1985年。To-
moko Akami, Internationalizing the Pacific: The United States, Japan and the Institute of Pacific Relations in war 
and peace, 1919-45, New York: Routledge, 2002. Michael Richard Anderson, Pacific Dreams, PhD diss., The Uni-
versity of Texas at Austin, 2009. 油井大三郎『未完の占領改革』東京大学出版会、1989年。
5） John Thomas, The Institute of Pacific Relations, University of Washington Press, 1974. John Earl Haynes and 
Harvey Klehr, Venona, Yale University Press, 1999.［邦訳、中西輝政（監訳）『ヴェノナ』PHP研究所、2010年］。 
佐々木豊「ポール・F・フーパー教授『回想』へのコメント」早稲田大学太平洋問題調査会研究所『マッ
カーシズムと太平洋問題調査会』2011年、28-31頁。
6） 矢部は、近衛が訪米中に接触した人物の中にIPR関係者も含まれていたことに言及しているが、特
に分析していない。先行研究において最も関心を示しているのは赤見であり、近衛がこの訪米を機に
IPRを高く評価したこと、この時の牛場らとの出会いが彼の側近グループの形成の一つの核となったこ
とを指摘し、このときに観察したニュー・ディールの実態が近衛新体制に反映したのではないかと推測
しているが、実証的な分析は行っていない。Akami, pp. 215-217.
7） 高橋前掲。三谷太一郎『ウォールストリートと極東』東京大学出版会、2009年。
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1　日米「太平洋問題調査会」と満洲問題
　近衛文麿は、1934年の訪米に牛場友彦と蠟山政道を伴ったが、この二人からして日本
IPRの関係者であった。後に近衛の首相秘書官となる牛場は、オックスフォード大卒で、
当時は日本IPRの事務局員であった8）。蠟山は、行政学を専門とする東京帝大教授であっ

たが、1929年に開催された第 3回IPR京都会議に際して、満蒙問題の調査・研究を担当し、
IPRに深く関わっていた9）。この二人を訪米に随行させようと考えたのは通信社「連合」（「同

盟」の前身）の専務理事で日本IPR理事の岩永裕吉であった10）。

　IPRは、国際的な非政府組織であり、それぞれの国家・地域に支部（National Council）
が設立され、その連合体として運営された。1934年当時、日米両国を含む11カ国にそれぞ
れ支部があったが11）、日米両国のIPRはそれぞれ組織再編の過渡期にあった。
　前述のようにIPRの設立に際しては、アメリカにおける排日移民法成立が重要な影響を
与えていたので、日本政府は日本にとって絶好の広報外交の場としてこれを歓迎した。

IPRの「非政府性」の原則にもかかわらず、日本政府は日本IPRに財政的その他の支援を
積極的に与えていたのである12）。IPR会議の議論の中心は、回を重ねるにつれ変容し、第
3回京都会議においては満蒙問題が議論される情勢となり、日本政府および日本IPRは、
この会議の「非政治化」に力を尽くすことになった13）。

　さらに、1930年代初めには、渋沢栄一、井上準之助、団琢磨、新渡戸稲造ら日本IPRを
財政的にも人的にも支えていた多くの中心人物たちが世を去り、初期から中心となってい

たアメリカ研究者で東京帝大教授の高木八尺、鶴見祐輔に加え、『東京朝日』編集委員の

前田多門、岩永裕吉らが運営の中心に加わりつつあった。そして、この第二世代は、満洲

事変以降の国際情勢の中で、日本IPRを拠点として、対英米関係の改善を民間レベルで積
極的に推進する勢力であった14）。その一例として、岩永による通信社AP、通信社ロイター、
IPRによる満洲国の同時「承認」構想があげられる。
　岩永は、通信社「連合」の専務理事として、ロイターとの対等契約締結をめざして、

APに長年積極的に働きかけていたが、その人脈を駆使して、1933年 5月、満洲国通信社（国

　　　　　　　　　　　　　　　　
8） 1934年 2月末に来日したエドワード・カーターIPR国際事務局長も牛場の能力を高く評価していた。
Group Meeting at Chatham House, 1934/ 6 /12, box 4 , EdwardcC. Carter Papers, Columbia University.
9） 藤岡健太郎「満蒙問題の『発見』と日本の知識人」『九州史学』143、2005年。

10） 緒方貞子「国際主義団体の役割」細谷千博・斎藤真・今井清一・蠟山道雄編『日米関係史　開戦に
至る十年』東京大学出版会、1971年、339頁。緒方は、岩永の関与について、1969年 5月 7日の松本重
治談話を根拠として記述している。
11） アメリカ、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの各支部の連合体として設立
されたIPRは、1934年までにイギリス、ソ連、フランス、オランダを加えていた。1929年以降、独立国
として国際的に承認されていない地域の支部設立に関しては、中央理事会での全会一致の賛成を必要と
することとし、この原則によりフィリピン支部の設立は承認されたが、朝鮮支部の設立は承認されなかっ
た。片桐、392頁。Akami, pp. 142-143.
12） Akami, pp. 77-86. 高木八尺は、外務省はIPRに対して中立的であったとしているが、財政支援があっ
たことは認めている。東京大学アメリカ研究資料センター編『高木八尺先生に聞く』第 2巻、1979年、
10－11頁。
13） 堀内暢行「1929年第 3回太平洋会議に関する一考察」『東アジア近代史』第11号、2008年。
14） 1930年代の日本IPRにおいては、高木八尺、前田多門、那須皓、岩永裕吉らが運営の中心となり、
その下で、蠟山政道、横田喜三郎、松本重治、牛場友彦、松方三郎、浦松佐美太郎などの若手が活動し
ていた。Minutes of Japanese Council Meeting, 1934/3/5, Nd-A882, 『大窪コレクション』、一橋大学附属図書
館。
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通）とロイター、APとの契約を橋渡しした。この契約書において通信領域として「満洲国」
という文言を入れることで、ロイター、APによる満洲国「承認」を獲得しようとしたの
である。さらに、1933年 3月ごろから、関東軍司令官兼駐満大使から、満洲国のIPR加盟
問題が提起されるが、これはIPRの各支部が事実上、国家単位の組織であることを利用し
て満洲国支部を設立することで、IPRによる満洲国「承認」を獲得しようとしたものであり、
背後に岩永の存在が推測される構想であった15）。

　日本IPRとしても、1933年 8月の第 4回バンフ会議で「太平洋の平和機構再建設に関す
る若干の考察16）」を提案し、国際連盟に代わる太平洋の安全保障機構の役割をIPRに期待
した。同案は日本外務省との協議を経て作成されたものであった17）。IPRには連盟に参加
しなかったアメリカ、ソ連も参加しており、連盟を脱退した日本にとって連盟より望まし

い枠組みを設定できれば、好都合な存在となると考えられたのである。日本IPRのこのよ
うな動きを考え合わせると、岩永の　IPRによる満洲国「承認」構想は、非政府組織レベ
ルの国際連盟的な存在としてのIPRによる「承認」を求めたものとであったと解釈できる
のである。また、APがアメリカの象徴であり、ロイターがイギリスの象徴であったことは、
岩永の「国家代表通信社」という考え方からして明らかであろう18）。

　岩永だけでなく、高木八尺も近衛訪米に積極的に協力した。日本IPRの設立以来の運営
の中心であった高木がこの訪米に尽力したことはあまり知られていない。高木が近衛のブ

レーン集団である「昭和研究会」に入るのは1938年 6月のことだが、近衛は学習院・一高
の後輩であり、早くから知っていたという19）。高木は、1934年 5月16日、アメリカ国務省
極東部長のホーンベック（Stanley K. Hornbeck）宛に、近衛訪米に同行する蠟山政道を紹
介する書簡を送っている。その中で、近衛の訪米にも触れ、牛場を含む「 3人を私の個人
的な友人として貴殿に紹介したい」として、たとえば、コスモス・クラブ（Cosmos 
Club）などで、非公式で率直な接触の機会が得られれば大変ありがたいと書いている20）。

　近衛の 2カ月に及ぶ訪米のうち、ワシントンに滞在したのは 6月 7日から14日の約 1週
間であり、この間に、日本大使館主催の晩餐会、ホワイトハウスでの午餐会、駐米ソ連大

使館晩餐会、上院訪問、ハル国務長官主催の午餐会、アーリントン墓地訪問などが行われ

ている。これらは駐米日本大使館とアメリカ政府によりアレンジされたものであるが、近

衛自身、儀礼的な性格の強いものであったと記している21）。

　これらの行事において、近衛は、ローズヴェルト（Franklin D. Roosevelt）大統領、ハル
（Cordell Hull）国務長官をはじめとして、ウォーレス（Henry A. Wallace）農務長官、バー
　　　　　　　　　　　　　　　　
15） 拙稿「国際主義知識人のトランスナショナル・ネットワークと満洲問題」『史学雑誌』掲載予定。
16） 『国際法外交雑誌』1933年10月号（第32巻10号）71-110頁。
17） Akami, p. 194. 『高木八尺先生に聞く』第 2巻、15頁。
18） 佐藤純子「満洲国通信社の設立と情報対策」『メディア史研究』 9、2000年 3月。
19） 『高木八尺先生に聞く』第 2巻、30頁。『矢部貞治日記　銀杏の巻』読売新聞社、1974年。
20） Takaki to Hornbeck, 1934/05/16, box 217, Hornbeck Papers, Hoover Institution Archives, Stanford Universi-
ty. 高木によれば、ホーンベックに初めて会ったのは1919年末のアメリカ歴史学会であったという。『高
木八尺先生に聞く』第 1巻、44頁。直近では、1933年11月16日～21日、アメリカの大学において日本文
化研究を促進する活動のためにワシントンを訪問し、カーターの仲介によりホーンベックと面会してい
る。Carter to Hornbeck, 1933/11/13, box 45, Hornbeck Papers. コスモス・クラブは、ワシントンにある会員
制クラブであり、ホーンベックが頻繁に利用していた場所であった。
21） 近衛文麿「新日本の姿を示せ」『文藝春秋』1934年 9月号。近衛文麿「ワシントン印象記」『東京朝
日』1934年 6月16日。
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クレー上院議員、コナリー上院議員、レイバーン下院議員などの議会関係者、ホーンベッ

ク、ネヴィル（Edwin L. Neville）駐日大使館参事官など国務省官僚とも会っているが22）、

高木の要請はこれらの半公式行事とは別に私的にホーンベックと接触する機会を作ろうと

するものであった。

　実は、ホーンベックは、IPRの創設メンバーの一人であった。当時は、ハーヴァード大
学講師であり、一民間人として初期のIPR会議には積極的に参加していたが、1928年 2月
に国務省極東部長に就任し、1929年 3月、第 3回IPR京都会議直前にIPRを退会している。
ホーンベックは、IPRの「非政府性」に人一倍こだわっていたが、その退会は国務省入り
と同時ではなく、京都会議が政治的な色彩を帯びる可能性が濃厚となったと判断した時点

であった。しかも、後述するエドワード・カーター（Edward C. Carter）IPR国際事務局長
とは旧知の間柄で、ホーンベックの退会後もIPRに関する書簡のやり取りは継続した23）。

　近衛が訪米中に接触した相手は、大きく分けて、アメリカ政府関係者、メディア関係者、

メディア以外の民間団体関係者の 3つであったが、このうちメディア以外の民間団体関係
者との接触には日米のIPR人脈が大きな役割を果たしていたのである。

表　1934年の近衛訪米におけるIPR関係者との接触

日時 訪問先など

5月17日 東京出発（横浜港）牛場友彦、蝋山政道を同伴

5月24日 ハワイ到着、IPRによる晩餐会（アレキサンダー主催）

5月25日 ホノルル出航

5月30日 サンフランシスコ到着

6月 1日 スタンフォード大訪問・ウィルバー学長と面会、フーバー前大統領訪問

6月 4日 シカゴ到着

6月 5日 ニューヨーク到着

6月 6日 ジェローム・グリーンが来訪

6月19日 ボストン着、グリーンの出迎え

6月20日
ハウスと会談、フォーブズ前駐日大使を訪問、セジウィック『アトランティック・

マンスリー』主幹訪問（グリーンも同席）

6月25日 グリーンによる晩餐会

6月27日 日米協会による昼食会（グリーン同席）

6月28日
コロンビア大学訪問（姉崎、ショットウェル）、河上清主催の座談会（ラティモア、

バーンズ）

　　　　　　　　　　　　　　　　
22） 近衛文麿「米国巡遊日記」12頁。矢部貞治『近衛文麿』読売出版社、1976年、190頁。
23） 拙稿「ホーンベックの非政府組織への期待と初期太平洋問題調査会（IPR）」杉田米行編『1920年代
の日本と国際関係』春風社、2011年、211-232頁。拙稿「戦間期アジア・太平洋秩序と国際的民間団体」
北岡伸一監修、川島真編『近代中国をめぐる国際政治』（歴史のなかの日本政治　第 3巻）中央公論新社、
2014年10月刊行予定。
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7月 2日 カーターによる午餐会（アルスバーグ、蝋山、牛場同席）

7月12日 NY出発

7月13日 シカゴ到着

7月17日 サンフランシスコ出航

8月 1日 帰国

　恐らく高木の要請を受けてのことだと推測されるが、特に目立つのは、ジェローム・グ

リーン（Jerome D. Greene）の貢献である（表を参照）24）。グリーンは、著名な宣教師の家

系で日本に生まれたことから日本語が流暢な知日派で、1929年～32年にはIPR中央理事会
議長を務めていた25）。1931年11月の第 4回IPR杭州（上海）会議においては、満洲事変の
直後で、対立する日中IPR関係者の間に立ち、上海共同租界に場所を移しての開催にこぎ
着ける手腕を発揮した26）。

　弟のロジャー・グリーン（Roger Greene）は、医療伝道団として長く中国に滞在し、後
に「日本の侵略に加担しないアメリカ委員会（The American Committee for Non-Participa-
tion in Japanese Aggression）」での活動などで知られる親中反日的色彩の強い人物である
が27）、ジェローム・グリーンは穏やかな親日派として知られている。排日移民問題におい

ても、日本外務省の要請に沿った解決に尽力していた28）。しかし、1932年、投資に失敗し、
自身もほとんどの財産を失い、銀行界を離れ、英国ウェールズの大学の教授職に就くこと

になり、これに伴い、IPRの中央理事会議長も辞任していた。近衛が訪米した時期、グリー
ンは教授職の任期が満了し、アメリカに戻ったところであった29）。

　1934年 5月 4日、グリーンは、国務省極東部のハミルトン（Maxwell Hamilton）宛に書
簡を送り、日本の自由主義勢力を強化することを進言し、ホーンベックにも伝えるよう依

頼している30）。グリーンの近衛訪米に関する協力は、そのような趣旨で行われたものと考

えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　
24） Takaki to Carter, 1934/9/11, reel 18, 『高木文庫』 IPR関係資料、東京大学アジア太平洋地域研究センター
図書室。高木は、カーターとグリーンの近衛訪米時の対応への感謝を記している。
25） 中央理事会（Pacific Council）は、各支部の代表から構成されるIPRの最高決定機関である。初期
IPRの運営の中心となっていたのはマール・デーヴィス（Merle Davis） IPR国際事務局長であったが、イ
ギリスIPRのカーティス（Lionel Curtis）の批判により彼が辞任して以降、事務局長ポストはしばらく空
席となり、グリーンが中央理事会議長として、IPRの運営の中心を担った。Akami, pp. 152-157.
26） 片桐196-200頁。『高木八尺先生に聞く』 2巻、12頁、18頁。松本重治『上海時代』45頁。
27） ロジャー・グリーンについてはWarren I. Cohen, The Chinese Connection, Columbia University Press, 
1978, pp. 7-40.
28） ジェローム・グリーンは、親日派の宣教師シドニー・ギューリック（Sidney L. Gulick）らによる親
日プロパガンダがカリフォルニアを刺激しないよう、日本外務省から要請され、親日派を説得した。
Izumi Hirobe, Japanese Pride, American Prejudice, Stanford University Press, 2001, pp. 127-128, p. 138.
29） グリーンは、高等教育を受ける年齢となるとアメリカに帰り、ハーヴァード大学を卒業し、ボスト
ンの投資銀行（Lee, Higginson & Co.）で活躍（15年ほど）した。IPRにも毎年、多額の個人的寄付をし
ており、1920年代においてIPRに人的にも財政的にも大きな貢献をした人物であった。
30） 793.94/6658 F/ESP, Greene to Hamilton, reel.26, Records of the Department of State relating to Political Re-
lations between China and Japan（マイクロフィルム）、国立国会図書館憲政資料室（以下、PRCJと略記する）。
同史料は、米国立公文書館所蔵の国務省文書をマイクロフィルム化したものである。
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　近衛が訪米すると、グリーンは、まず、6月 6日にニューヨークにおいて近衛を訪問し、
ボストン訪問の打ち合わせを行った。近衛のボストン訪問をアレンジしたのはグリーンで

あった。近衛は、 6月19～ 22日の 4日間、ボストンに滞在し、ハウス（Edward M. 
House）大佐、フォーブズ（Cameron Forbes）前駐日大使、セジウィック（Elley Sedg-
wick）『アトランティック・マンスリー』主幹などをグリーンとともに訪問した。また、
セジウィックから、ウォルター・リップマン（Walter Lippmann）を紹介され、 7月 9日に
ニューヨークで会談することになった31）。スティムソン（Henry L. Stimson）前国務長官と
近かったためか、アメリカにおいてリップマンは極東情勢に詳しい人物とみなされていた。

　さらに、グリーンは、 6月25日、ニューヨークにおいて近衛を主賓とした晩餐会を主催
し、27日の日米協会主催の昼食会にも同席した。 6月28日には、コロンビア大学を訪問し
た近衛をグリーンの兄でアメリカ史研究者のエヴァーツ・グリーン（Evarts Bontell 
Greene）が、姉崎正治、ジェームズ・ショットウェル（James Shotwell）とともに出迎えた。
姉崎、ショットウェルともに、IPR関係者であった32）。

　近衛は、グリーン以外のIPR関係者とも多数接触を持っている。 5月24日、ホノルルに
到着した晩に、ウォーレス・アレキサンダー（Wallace M. Alexander）主催のIPRによる晩
餐会が開かれた。アレキサンダーはサンフランシスコ商工会議所会長で、日米関係委員会

にも深く関与していた人物である。6月 1日、サンフランシスコで面会しているウィルバー
（Ray Wilbur）スタンフォード大学学長もIPR中央理事会の初代議長であった33）。両者とも、

比較的日本に理解を示す人物であり、グリーンも含め対日関係への憂慮を中心的課題とし

た初期のIPR活動の中心を成す人々であった。
　一方、 7月 2日、ニューヨークにおいて近衛を招いてIPRによる昼食会を主催したIPR
国際事務局長カーターは、後年、日中戦争をめぐって日本IPRと対立することになる人物
であった。カーターは、1933年秋に国際事務局長に就任したばかりであったが、それ以前
はアメリカIPRの幹事を務めていた創設以来の幹部である。満洲事変勃発時には、第 3回
IPR杭州（上海）会議に出席するため、中国に滞在しており、満鉄関係者とのインタビュー
などによる情報収集を迅速に行って国務省に報告し、帰国後はホーンベックの主催する国

務省における会議に出席した。そして、1932年 6月まで国務省における満洲情勢分析に加
わっていたのである34）。

　前述のように、IPRは過渡期にあった。初期のIPRは、アメリカの主に 3つのグループ
がそれぞれの方針を掲げつつ、共存する多義的な組織であった。ハワイを中心とした「太

平洋共同体」を志向するグループ、サンフランシスコを中心とする人種間の協調をめざす

グループ、東海岸を中心とする国家・政策志向のグループのそれぞれの活動が混沌として

　　　　　　　　　　　　　　　　
31） 近衛「米国巡遊日記」16頁。
32） エヴァーツ・グリーンも高木と旧知の間柄であった。『高木八尺先生に聞く』第 1巻、44頁。姉崎は、
設立されたばかりの国際文化振興会の仕事でハワイに交換教授として赴任する途中に米本土に立ち寄っ
ていた。Mortimer Graves to Takaki, 1934/4/27, reel 18, 『高木文庫』 IPR関係文書。近衛の訪米費用の一部は、
国際文化振興会が負担しており、姉崎との会談は国際文化振興会としての仕事であった可能性もある。
Akami, p. 216.
33） 近衛「米国巡遊日記」1-2頁。
34） Yoshie Takamitsu, “American Intellectuals’ Cooperation with the U.S. Government during the Manchurian 
Incident”『人文社会科学研究』28、2014年 3月、32-38頁。
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並立していた。しかし、世界大恐慌による財政難とイギリスIPRのカーティス（Lionel 
Curtis）の問題提起が、IPR組織再編の契機となった。混迷の末に、国際事務局長に選ばれ
たカーターは、ニューヨークを拠点とする国家・政策志向の強い人物であり、次第にIPR
の方向性は国家・政策志向へと収斂されていくことになる35）。

　しかし、1934年はまだカーターがその方向性を模索していた時期であり、IPR再編の明
確な方向性が示されているとは言えなかった。そのような中で持ち上がったのが、前述の

満洲国のIPR参加問題であった。当初、満洲国は1933年 8月に開催される第 5回IPRバン
フ（カナダ）会議への代表派遣をめざしたが、結局、これを断念した36）。しかし、IPRに
よる満洲国「承認」構想自体が断念されたわけではなく、1934年 2月末にカーターが来日
した際、この問題は主な議題の一つとなった。日本IPRの前田多門、高木八尺、浦松佐美
太郎らがカーターとの交渉を担ったが、広田弘毅外相、天羽英二外務省情報部長らもカー

ターとの会談においてこの問題に言及した。結論は、カーターが満洲国を訪問するまで持

ち越され、1934年 5月、新京で阪谷希一満洲国総務庁次長との会談において「時期尚早」
との判断が示されたのである37）。

　しかし、なお、日本の自由主義的民間グループは満洲国「承認」を諦めたわけではなかっ

た。そして、次なるアプローチとして、近衛訪米に協力したのである。近衛も、IPRによ
る満洲国「承認」挫折の経緯は承知していたものと思われるが、 6月19日、グリーンが仲
介したハウスとの会談において、アメリカが満洲国を承認しないということが日米親善を

妨げているのではないかと、問題を提起した38）。ハウスは、ウィルソン政権のブレーンを

務め、パリ講和会議に際してウィルソン大統領の指示で「インクワイアリー」と呼ばれる

民間人専門家によるブレーン集団を組織したことで知られる人物であった39）。しかし、近

衛の問題提起へのハウスの反応は芳しいものではなかった。近衛は、「全く意外なことを

聞いた」というような相手の表情から、日米両国の心理的距離の大きさを痛感することに

なったのである40）。

　さらに、近衛は、カーターからも、日本の中国認識に疑問を投げかけられた。カーター

は、「諸外国の中国に対する印象は『改善しつつある』というものなのに、日本だけは中

国のひどく暗い展望を示そうとするのはなぜなのか」と近衛に問うたのである。前述のカー

ター訪日は、1934年 1月26日にニューヨークを出発し、ハワイ、日本、中国、フィリピン、
ソ連、ヨーロッパ各地のIPR支部を回る半年にわたる海外視察の一部であり、カーターは、
満洲国訪問後、ソ連、ヨーロッパを経て、6月29日、ロンドンからニューヨークに戻った。
そして、 7月 2日、訪米中の近衛を迎えていた。半年にわたる海外視察で形成されたカー
ターの中国認識は近衛のそれとはかなり異なるものであった41）。

　　　　　　　　　　　　　　　　
35） Akami, pp. 167-239.
36） 片桐407-419頁。
37） 拙稿「国際主義知識人のトランスナショナル・ネットワークと満洲問題」『史学雑誌』124-11、
2014年11月、掲載予定。
38） 「近衛文麿訪米報告」『木戸幸一関係文書』154頁。
39） Inga Floto, Colonel House in Paris, Princeton University Press, 1980.
40） 「近衛文麿訪米報告」『木戸関係文書』156頁。
41） 近衛「米国巡遊日記」26頁。この席には、カール・アルスバーグ（Carl L. Alsberg）スタンフォー
ド大学食糧調査研究所所長、蠟山、牛場も同席していた。
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　近衛は、この訪米においてグリーンらに代表される1920年代のIPRの親日的潮流に触れ
ただけでなく、カーターによる新しい潮流にも触れることになったと言える。しかし、カー

ターら後の対日強硬派もこの時点での対日姿勢は抑制的であった。その一例として、 6月
28日、『大阪毎日』主催でニューヨークにおいて開催された近衛とアメリカ・メディア関
係者およびアジア情勢に詳しい知識人との座談会を挙げたい。この座談会は在米のジャー

ナリストで長期にわたる日本政府の協力者であった河上清が企画を担当し、「米国興論に

聴くの会」と銘打たれたものであった42）。出席者は近衛、蠟山、『ニューヨーク新報』の

不破安雄、『ニューヨークタイムズ』のルイス・ウィリー、チャールズ・ギャノン、『ニュー

ヨーク・トリビューン』のウィルバ・フォレスト、スクリプス・ハワード系新聞論説部長

ジョン・ソーレルス、ＡＰ論説部長チャールズ・ホンス、UP副社長ロバート・ベンダー、
IPRの機関誌である『パシフィック・アフェアーズ』編集長オーウェン・ラティモア（Owen 
Latimore）、アメリカIPR幹事ジョセフ・バーンズ（Joseph Burns）、外交政策協会（Foreign 
Policy Association）理事ビッソン（T.A.Bisson）、UP整理部長マイルス・ヴォーン（Miles W. 
Vaughn）などであった43）。

　特に親日派のみを集めたわけではなく、ラティモア、バーンズ、ビッソンといった一般

に日本に対して厳しい意見を持つとされる人物も参加していた。特にビッソンは、『大阪毎

日』紙上で紹介された範囲でも日本に対して厳しい見解を披露している44）。たとえば、海

軍軍縮会議において政治問題の討議に反対する場合、米国はこれに抗議するか、との近衛

の問いに、UP副社長のベンダーが「一般米国民は東洋の政治問題に多くの利害を持つてゐ
ないと考へ得る理由があるから海軍問題と政治問題を切離して討議することは可能と思ふ」

と答えると、ビッソンが猛然と反対して「米国民の見解では九カ国条約および太平洋の防

備協定が海軍比率と切離せないものと考へてゐる」と発言したり、「日本の満洲における行

動は承認し難い、また今なほ支那の門戸開放に不満を感じてゐる」と発言したりしている。

　しかし、アメリカIPR幹事バーンズの発言は現状を黙認すると解釈できるものであった。
紙面の結論部分でバーンズの発言が採用されているが、彼は「米国民は極東の現状を既成

の事実として黙認するに傾いて来た、問題は今後に属するが米国民の対日感情は南京政府

治下の支那に対し日本が如何なる態度で臨むかにある、日本が真に極東平和確立の一大勢

力としてその責務を果して列国を満足せしめるが如き実績を挙げるならば日米関係は憂ふ

るに当らぬと思ふ」と述べているのである。『大阪毎日』側の編集はあるにせよ、当時、

彼らを含むアメリカIPRの対日姿勢が過渡期にあり、必ずしも対日強硬論に立っていたわ
けではないことを示していると言えるであろう。

2　日米共同宣言提案と近衛訪米
　前節で見たように、近衛の訪米は、民間レベルにおける満洲国「承認」をめざした自由

主義勢力に支持されたものであったが45）、外務省による政府レベルの動きとは無関係なも
　　　　　　　　　　　　　　　　
42） 『大阪毎日』1934年 6月30日。記事中ではIPRを「太平洋関係協会」と称している。
43） ラティモアはモンゴル研究者として著名な人物であった。バーンズは、33年12月～34年 8月、アメ
リカIPR幹事で、カーター国際事務局長の海外視察に同行して同年にソ連を訪問した。ビッソンは、後
に『アメラジア』を創刊し中国寄りの議論を展開し、1943年にIPRに参加するが、当時は外交政策協会
を拠点に活動していた。
44） 『大阪毎日』1934年 6月30日。
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のであったのだろうか。

　近衛は、訪米前に広田外相、林陸相、海相、元老西園寺などの政府要人と会見しており、

訪米中は駐米大使館及び各地の総領事館から支援を受けていた。また、外務省は、近衛訪

米の詳細を把握していたし、近衛も斎藤駐米大使による日米共同宣言提案の詳細を理解し

ていた46）。したがって、斎藤による日米共同宣言案の提案と近衛訪米が無関係に進行して

いたわけではないと推測される。本節では、同時期に行われた日米共同宣言提案と近衛訪

米の関係を考察することにより、官民の補完的な関係を明らかにする47）。

　まず、日本の国際連盟脱退以降も、外務省と陸軍の一部が提携して対英米関係改善が模

索されたことは、井上寿一らにより指摘されている。1933年 5月に、ワシントンで開かれ
たロンドン世界経済会議の予備会談に石井菊次郎が派遣され、ローズヴェルト大統領と会

談した。このとき、石井は、満洲問題は棚上げをめざして会談にのぞみ、ローズヴェルト

も特に満洲問題には言及せず、日米間の緊張緩和を促進したと評価されている。ただし、

石井は、当初からアメリカ政府による満洲国承認は見込みがないので言及しないという方

針をとった48）。

　さらに、1933年 9月に広田弘毅が外相に就任すると、10月頃、出淵勝次駐米大使の更迭
および斎藤博の後任への起用が決定し、新たに対米関係改善が模索された49）。

　斎藤は、前職が駐オランダ大使で、ヨーロッパから直接、アメリカに赴任した。その駐

米大使への就任にあたって、斎藤は、周到な情報工作を行っていた。まず、1934年 2月 1
日、駐英アメリカ大使館参事官のアサートン（Ray Atherton）を通じて、自分の立場・方
針を事前に非公式にアメリカ側に伝えたのである50）。その内容は、「大統領から、武力を

行使しないとの言質を得る方針」、「斎藤には陸海軍の支持がある」という 2点を骨子とし
ていた。

　アサートンは、斎藤が、ごく内密な話として以上の内容を彼に送別の席で語ったとして

国務省に報告しているが、国務省は、この件について、早速、UP通信からコメントを求
められた。UPが斎藤から情報提供されたものと推測され、斎藤による意図的な準備工作
であったことがうかがわれる51）。

　斎藤の情報工作には、日本のメディアも協力したものと思われ、『東京朝日』は、ニュー

ヨーク特派員白川威海により、新駐米大使の着任にあたって特集を組んでいる。この特集

において、斎藤大使は 2月 9日にニューヨークに到着するなり、ユーモアたっぷりの外交
官らしからぬ率直な語り口がアメリカ・メディアの人気を集めたことが報告され、斎藤の
　　　　　　　　　　　　　　　　
45） 近衛は、訪米時に為すべき事について、 3月18日、陸軍皇道派の鈴木貞一に相談しており、近衛周
辺の様々な勢力がそれぞれの期待をかけていたものと思われるが、近衛がアメリカで活動するに当たっ
ては日米のIPR人脈がもっとも重要な役割を果たしたと言える。「鈴木貞一日記」『史学雑誌』87- 4、
1978年、71頁。
46） 「近衛文麿訪米報告」149頁。
47） 日米共同宣言提案については、細谷千博「1934年の日英不可侵協定案」で 5月に 2回にわたって斎
藤・ハルが話し合いを行っているとのみ言及している。『国際政治』58、1978年。三谷太一郎は、近衛
訪米が広田外相の日米国交調整工作を側面から援助する意味を持っていたと推定しているが、側面援助
の詳細には言及していない。三谷194頁。
48） 井上寿一『危機のなかの協調外交』山川出版社、69頁。
49） 三谷193-196頁。
50） 711.94/897, Atherton to Secretary, PRCJ.
51） 711.94/897 F/G附属, Hornbeck to Secretary, 1934/ 2 / 2 , PRCJ.
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抱負が肯定的な論調で伝えられている。すなわち、斎藤は、「極東における安定要素とし

ての日本」をアピールし、「満蒙経営の実質によって世界の承認を求めん」との方針で進

むというものであった。同記事は、石井がローズヴェルト大統領との会談の際に持ち出し

た日米仲裁裁判条約提案は、斎藤の手がけた日蘭仲裁裁判条約がヒントになっていたこと

にも言及していた52）。

　斎藤は着任早々、1934年 3月22日に、広田・ハルのメッセージ交換を実現し、日米間の
緊張緩和に貢献したが、これも満洲国承認には全く触れていなかった。そして、政府レベ

ルの対米関係改善の模索における次の段階として考案されたのが日米共同宣言提案であっ

た。1934年 4月初旬、斎藤駐米大使は秘密裏に非公式な会合を持ちたいとハル国務長官に
持ちかけた53）。そして、ハルのアパートにおいて最初の会合を持った 5月16日、日米共同
宣言草案がハルに手渡されたのである54）。その内容は、近衛が「米国は太平洋の東に於て、

日本は太平洋の西に於いて、各安定勢力stabilized powerなる事を認むる」と要約している
ように、相互に不干渉を保証しあうという内容で、アメリカが日本の対中政策に関与する

ことを阻止しようとするものであった55）。ここにおいても満洲国承認問題には直接言及し

ておらず、政府レベルにおいて、満洲国承認のハードルは非常に高いものであったと言える。

　しかし、満洲国承認に全く触れないその提案すら、アメリカ側に受け入れられることは

なかった。ハルが、草稿を検討した後に、彼のアパートでさらに話し合いを継続すること

に同意したため、日本側は「好意的反応」と捉えたが、近衛がサンフランシスコに到着す

る直前、 5月29日に行われた斎藤とハルの第二回非公式会談は不調に終わり56）、本来、日

米共同宣言案にアメリカ側の同意を取り付け、それを手みやげに一時帰国する予定であっ

た斎藤はこれを断念せざるを得ない状況となった57）。

　このような状況において、アメリカ政府関係者にとって、近衛の訪米は頭痛の種であっ

た。前述のように、日本からは近衛だけでなく多数の「特使」が派遣されてきており、そ

のいずれもが大統領の私的な友人として面会を求められれば断ることが難しい人物であっ

たためであるが、特に近衛の訪米に際してはマスコミを利用した情報工作により、いかに

も政治的に重要な意味を帯びるかのような雰囲気が醸成されていたためでもあった58）。そ

の上、時期的にも日米共同宣言提案と軌を一にしており、国務省としては近衛による側面

的支援を警戒したのである。たとえば、ハルは、 6月 9日、近衛のためのホワイトハウス
での午餐会などの機会にローズヴェルトが曖昧な対応をして、日本側が「好意的な反応」

と誤解をしないよう、先手を打ってローズヴェルトに注意を喚起した。前年の石井訪米時

にローズヴェルトが石井に何らかの約束をしたと日本メディアが報道したことを例に、く

れぐれもそういうことのないようにと念を押している59）。

　　　　　　　　　　　　　　　　
52） 「華府の我が外交陣」上中下、『東京朝日』1934年 3月 6日～ 8日。
53） 711.94/960 1/2, PRCJ.
54） 711.94/970-1/2, 1934/5/16, memorandum by Hull, PRCJ.
55） 「近衛文麿訪米報告」『木戸幸一文書』149頁。Memorandum by Secretary, 1934/ 5 /29, Foreign Relations 
of the United States, pp. 654-656.
56） 711.94/960-1/2, 1934/5/29, PRCJ.
57） 「近衛文麿訪米報告」149頁。
58） 711.94/959 1/2, Memorandum by Dooman, 1934/5/12, PRCJ.
59） 711.94/960 1/2, Hull to President, 1934/6/9, PRCJ.
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　斎藤は、 6月13日に、ローズヴェルトに一時帰国前の挨拶をした際にも日米共同宣言案
には言及しなかった。これはハルが同席していたためで、アメリカ側に先手を打たれた格

好であった。 6月20日には、同じく、一時帰国の挨拶でハルと会談したが、ここでも同様
であった。国務省側は、さらに念を入れ、斎藤の一時帰国をにらんで日米共同宣言案に関

する経緯を 6月18日付で、グルー駐日大使に伝達した60）。

　一方、ワシントン発 6月24日のUP電が、この問題を報じた。UP電は、提案はワシント
ンで熱心には受け取られなかったと報じているものの、全体の論調はそのような交渉が行

われていて、日本に一時帰国する斎藤駐米大使が広田外相とこの問題を協議するだろうと

いう含意になっており、同会談はロンドンにおけるノーマン・デーヴィス（Norman 
Davis）と松平駐英大使の会談にも関連づけられていた61）。経緯から考えて、この情報が、

斎藤周辺からUPにリークされたものであろうことが推測される。
　以上のように石井の訪米から一貫して日本の政府レベルにおける対米交渉では、満洲国

承認問題は提起されていない。政府レベルにおいては、満洲問題は棚上げし、当面の緊張

緩和を図るという線が限界であったのである。そして、前節でみたように、近衛が満洲国

承認問題を提起したのはワシントンにおける半公式行事でもなく、現役の政府関係者との

私的懇談でもなく、ハウスとの会談であった。このことは重要である。この時点で、政府

レベルの満洲国承認が不可能であることは、官民ともに認識していた。しかし、長期的な

目標としては、アジア太平洋の安定のために満洲国承認が必要であると考えていたのであ

る。それゆえに外務省は民間レベルにおける一連の満洲国「承認」の模索を抑制すること

はなく、むしろ長期的には政府レベルの外交に資するものとして側面的に支援していたの

である。したがって、近衛の訪米はこの民間レベルの満洲国「承認」の模索に連なるもの

であり、日本の官民による補完的な協力関係の一環ではあったが、アメリカ政府関係者が

懸念したように斎藤による日米共同宣言提案を直接に支援するものではなかったと言える。

結び

　以上のように、1934年の近衛の訪米は、日米IPR関係者を中心とする民間勢力にバック
アップされた日米関係改善をめざした民間レベルの活動であった。日本IPRを拠点とする
民間自由主義グループによる満洲国「承認」の模索は、日本の国際連盟脱退直後から続い

ており、彼らの近衛訪米への協力はその一連の活動の一部を成すものであった。一方、そ

のアメリカ側カウンターパートにあたるアメリカIPR関係者の意図は一枚岩ではなく、ま
た当然、日本IPRのそれとは異なっていた。1920年代の移民問題をめぐる日米間の緊張緩
和に尽力したグリーンは、満洲事変を経て軍部の台頭が顕著になったこの時期、日本の自

由主義勢力強化のため、近衛訪米に協力した。しかし、満洲国承認問題に関する見解は日

本側とは大きく異なっていた62）。新国際事務局長としてIPRの方向性を模索していたカー
ターは、より一層、日本IPRの一連の活動に批判的であり、国際文化振興会の創設により
批判的な研究というより文化宣伝的な傾向が強まることを懸念していた63）。何よりカー

ターは、自ら視察し、IPR関係諸国から広く収集した中国情勢認識と近衛や蠟山を中心と
　　　　　　　　　　　　　　　　
60） 「近衛文麿訪米報告」149頁。711.94/970B, 1934/ 6 /18, Phillips to Grew, PRCJ. 斎藤は、 7月 3日にサ
ンフランシスコを出航し、ハワイ経由で日本に戻る予定であった。
61） 711.94/961, Johnson to Secretary, 1934/ 6 /26, PRCJ.
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する日本側の認識が著しく異なることを指摘し、日本側に再考を促したのである。

　近衛訪米はあくまでも民間レベルの活動であったが、政府レベルの日米共同宣言提案と

セットで進められたものであった。近衛が斎藤駐米大使による日米共同宣言案の推移につ

いて詳細に把握した上で、自身の訪米に臨んでいたことが明らかであり、両者には明確な

役割分担があったのである。近衛の役割は、斎藤によって進められていた政府レベルの交

渉に加わることではなく、政府レベルでは持ち出しにくい問題を、非政府レベルの交流で

あることを盾にとって、持ち出すことであった。政府レベルでは持ち出しにくい問題とは、

すなわち、満洲国承認問題であった。日米共同宣言提案は短期的な目標である日米が相互

に安定勢力と認め合うことをめざし、近衛訪米は長期的な目標である満洲国承認に向けて

アメリカの民間勢力との合意を形成することをめざしていたのである。

　日本政府および外務省は、「連合」専務理事の岩永裕吉のAP、ロイター、IPRによる満
洲国同時「承認」構想を知っており、特にIPRによる「承認」に関しては積極的に支援し
てもいた。日本において、満洲国承認は、この時点では政府レベルにおいては達成できな

い課題であると正確に認識されると同時に、アジア・太平洋地域を安定させるために将来

的に達成されなければならない課題と考えられていたのである。

　しかし、どちらの試みも成功したとは言えない。日米共同宣言案の挫折は、広田・ハル

によるメッセージ交換の意味するところの日米での違いを明らかにすることになった。日

本側が、アメリカが日本に対して極東における一定のフリーハンドを与えるステップと見

なしていたのに対し、アメリカ側は満洲事変をイレギュラーなものとして棚上げし、それ

以前の原則に復帰するステップと見なしていたのである64）。

　それにもかかわらず、1934年における日本の立場は必ずしも悪いものではなかった。近
衛訪米に際しては、日米メディア関係者も日米関係の改善に協力する立場から支援を行っ

たが、近衛は多くのメディア関係者を通じて満洲国の現状が少なくとも黙認されているこ

とを確認できたのである。

　一方、高木八尺にとっては、近衛訪米支援は、日本の状況への理解を求める対外的な努

力の最後のものとなったと位置づけられる。高木は、1933年バンフ会議に参加して以降、
日本への理解を訴える対外的な努力の限界を感じ、1936年のヨセミテ会議には参加したい
と思わなかったと語っている65）。近衛訪米は、高木が日本側の関係者に働きかけて日本の

政策こそを変えていかなければならないと考えるようになる最終的なステップとなったと

言えよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　
62） Greene to Uramatsu, undated, reel 15, 『高木文庫』IPR関係資料。この書簡は、日付がなく、また 2頁に
わたるものの後半のみが『高木文庫』に残っているので、文脈が明確でない部分があるが、グリーンは
満洲国が国家の要件を満たしていないことを明言している。一方で、洋の東西を問わず、戦争を違法と
する新しい国際法の精神より伝統的な主権の概念の方が強い現実を認め、現実としては黙認される可能
性が強いことを示唆している。1932年～33年頃の書簡と推測される。
63） Concerning the Japanese Council, 1934/ 2 /26, Nd-A882, 『大窪コレクション』、一橋大学図書館。
64） 「近衛文麿訪米報告」156頁。
65） 『高木八尺先生に聞く』第 2巻、24頁。
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